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破
と
立
量

(根

無
)

外

小

破

と

立

量

-

と
く
に

「
成
唯
識
論
述
記
」
を
中
心
と
し
て
-

根

無

一

力

「成
唯
識
論
」
外
小
破
段
は
、
「
述
記
」
を
参
照
す
れ
ば

そ
の
大
部

分
が
立
量
破
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蔵
俊
の

「因
明
大
疏
抄
」
に
は

(
1
)

「今
、
広
百

・
唯
識
を
見
る
に
皆
立
量
破
の
文
有
り
」
と
あ
り
、
首
肯

で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「述
記
」
の
解
釈
に
し
た
が

い
、

外
小
破
段

で
三
〇
〇
ほ
ど
あ

る
立
量
破
は

い
っ
た

い
三
十
三

の
過
失

(宗
九
・
因

一
四
・
喩

一
〇
)
の
う
ち
何
に
相
当
す
る
の
か
と
い
う
点

に

焦
点
を
絞

っ
て
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
、
「
三
箇
疏
」
等

を
参
照

し
な

が
ら

「述
記
」
の
外
小
破
段
解
釈
の
特
徴
、
お
よ
び

「
因
明
入
正
理
論

疏
」
(
以
下

「大
疏
」
と
略
す
)
の
所
説
と
の
関
係
を
中
心
に
さ
ぐ

っ
て

み
た
い
。

ま
ず
、
慈
恩
の

「大
疏
」
に
よ
る
と
、
相
手
の
過
失
を
破
斥
す
る
の

は
能
破
に
属
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
の
能
破
に
つ
い
て

二
者
能
破
。
敵
申
二過
量
一善
斥
二其
非
叩
或
妙
徴
レ宗
。
故
名
二能
破
殉
此
有
二

(
2
)

二
義
叩

一
顕
二他
過
幻
他
立
不
レ成
。
二
立
レ量
非
レ他
。
他
宗
不
レ
立
。

と
あ
る
。
慈
恩
は
能
破
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
顕
過
破
と
立
量
破
の
二

類
を
あ
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
二
類
と
三
十
三
過

の
関
係
に
つ

い
て
慈
恩
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
善
珠
の

「
明
燈
抄
」
に
至

っ
て
も
明
確

で
な
い
。
平
安

・
鎌
倉
期
の
註
釈
に
も
み
ら
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
江
戸
末
期

の
因
明
学
者
で
あ
る
雲
英
晃
耀

の

「因
明
三
十
三

過
本
作
法
講
義
」
に
よ
る
と
、
「
顕
過
破
に
し
て
立
量
破
に
非
ざ

る
も

の
あ
り
。
謂
く
三
十
三
過
中
に
於

い
て
今
の
比
量
相
違
と
違
決

(
相
違

(
3
)

決
定
)

と
四
相
違
と
の
六
過
を
除
き
て
余
の
二
十
七
過

な
り
。
」
と

い

い
、
比
量
相
違
と
違
決
と
四
種
相
違
が
立
量
破
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
慈
恩
や
善
珠
の
段
階
で
は
明
確
に
は
記
し
て
い

な
い
が
、
雲
英
師
の
い
う
よ
う
に
六
種
の
過
失
を
立
量
破
と
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
、
「大
疏
」
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
敵
者
側

に
量

を
立
て
て
立
者
の
過
失
を
表
す
と
い
う
点
を
、
三
十
三
の
過
失

の
一
々

に
つ
い
て
分
析
す
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
上
記
六
種
の
過
失
に
関
す
る
慈
恩
の
解
釈
を
み
る
と

つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
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比
量
相
違
-

比
量
体
謂
証
敵
者
籍
二
立
論
者
能
立
衆
相
-而
観
レ
義
智
。
宗

因
相
順
他
智
順
生
。
宗
既
違
レ因
他
智
返
起
。
故
所
立
宗
名
二

比
量
相
違
幻

相
違
決
定
ー

具
二
三
相

一因

(
立

・
敵
)

各
自
決
定
成
二
相
違
之
宗
↓
名
二
相

違
決
定
幻

相

違

因
i

謂
両
宗
相
返
。

此
之
四
過
不
レ改

二
他
因

一
能
令
三
立
者
宗

成
二

(
4
)

相
違
殉
与
二相
違
法
一而
為
レ因
故
名
二相
違
因
鱒

こ
れ
ら
三
者

の
関
係
に
つ
い
て
、
慈
恩
は

「
問
う
、
相
違
決
定
と
比
量

相
違
と
何
の
差
別
か
あ
る
や
。

答
う
、
彼

(比
量
相
違
)
は
宗
が
因

に

(5
)

違
す
。
此
 
(相
違
決
定
)
 は
因
が
宗

に
相
違

す
。
」
と
い
う
。
慧
沼

の

「因
明
義
断
」
に
よ
る
と
、
「
比
量
相
違

は
前

(
立
者
)
邪
後

(敵
者
)

(
6
)

正
、
相
違
決
定
は
前
後
倶
邪
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
比
量
相
違
に
関

し

て
い
え

ば
、
我
が
国

に
お

い
て
、
慧
晃
の

「
三
十
三
過
本
作
法
纂

解
」
に
三
伝
が
い
わ
れ
る
。

そ
こ
で
は
前
宗
後
因
説
が
元
興
寺
賢
応
伝

(7
)

と
し
て
正
義

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
三
修
は
前
因
後
宗
説

を
と
り
異
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仲
算
の

「
同
学
記
」
で

も
三
伝
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
が
正
義
で
あ
る
の
か
は
示
し
て

(
8
)

い
な
い
。
こ
の
三
修
伝
と
さ
れ

る
説

は
仲
算

に
よ
る

と

「
一
云
。
不

レ待
二敵
者
能
違
比
量

-違
二
立
者
自
己
比
量
因
一
云
二
比
量
相
違

一」
と
あ

る
。

つ
ま
り
、
敵
者
に
関
係
な
く
立
者
の
み
で
語
る
わ
け
で
あ
る
。
ま

た
、
第
三
伝

は

二
・
二
の
併
合

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に

「
大
疏
」
が

「
入
正
理
論
」
の
比
量
相
違
を
解
釈
し
た
時
点
で
は
、
む
し
ろ
仲
算
の

第
二

解

(三
修
伝
)
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

た
だ
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
く
、
本
稿
に
お
い
て
も
、

こ
の

比
量
相
違
を
中
心
に
慈
恩

の
量

の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
、
相

違
因

・
違
決
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
と
も
あ
れ
、
「
成
唯
識
論
」

の
立
量
破
は
具
体
的
に
は
比
量
相
違
と
四
種

の
相
違
因
と
相
違
決
定
に

限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
三
箇
疏
」
等

で
は

立
量
破
の
み
な
ら
ず
顕
過
破
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
「述

記
」
に
は

「
成
論
」
の
量
に
過
失
名
を
ほ
と
ん
ど
挙
げ
な
い
。
た
だ
、

自
比
量
と
他
比
量
に
関
し
て
は
詳
し
い
解
釈
を
加
え
て
い
る
点
な
み
の

(9
)

が
せ
ま
い
。

さ
て
、
立
量
破
の
正
し
い
形
式
は
似
能
立

(
所
違
)
を
述

べ
、
そ
れ

に
た

い
す
る
能
破

(能
違
)
を
立
て
る
こ
と
に
あ

る
。

こ
の
場
合
、
過

(
1
0
)

失
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
条
件
と
な
る
か
は
明
確
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

慈
恩
に
よ
る
と

「
成
論
」

の
立
量
破
を
大
き
く

つ
ぎ
の
二
っ
の
形
式
で

と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
に
、
似
能
立

(所
違
)
を
具
体
的

に
挙

げ
ず
に
能
破
を
お
こ
な
う
。
二

に
、
似
能
立
を
挙

げ
、
能
破
を
た

て

る
。

こ
の
他
、

い
ず
れ
と
も
判
断
し
に
く

い
も
の
も
多

い
。
た
だ
し
、

過
失
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
「
三
箇
疏
」
を
侯

っ
て
過

失
名
が
わ
か
る
場
合
が
多

い
。

そ
こ
で
、

一
の
形
式
の
例
を
見
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

た

と
え
ば
数
論
の
大
等
を
破
斥
す
る
段
で
立
量
破
を
行

い

外
小
破
と
立
量

(根

無
)
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外
小
破
と
立
量

(根

無
)

宗

大
等

の
諸
法
は
仮
に
し
て
実
に
非
ざ
る
べ
し

因

多

の
事
を
以
て
成
ず
と
許
す
が
故
に

喩

軍
林
等
の
如
し

(
1
1
)

と
い
う
。

つ
ま
り
、
最
初

に
数
論
側
の
量
を
立
て
ず
に
直
接
能
破
の
み

を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「述
記
」
や

「
三
箇
疏
」

等
で
指
摘

が
な
い
か
ぎ
り
逆
に
こ
の
所
違
を
比
量
相
違
と
も
相
違
因
と

も
違
決
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
外
道
小
乗
の
似
能

立
を
理
論
的
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
「
即
蔽

等
の
我
三
種
」
・
「
小
乗
の
不
相
応
行
法
」
な
ど

「
成
論
」
の
大
半
は
こ

の
よ
う
な
形
式
に
な

っ
て
お
り
、
外
小
の
量
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
小
乗
の
名
句
文
身
を
破
す
段
に
お
い
て
も

「
述
記
」
は

「
成

論
」
の
文
を
立
量
と
み
て
破
斥
す
る
。

つ
ま
り
宗
因
喩
に
配
当
し

宗

汝
が
諸
説
の
実
の
名
句
等
の
如
き
は
実
の
能
詮
に
非
ざ
る

べ
し

因

汝
声
に
異
し
て
実
体
有
り
と
許
す
が
故
に

喩

色
香
等
の
如
し

(12
)

と
立
量
破
を
示
す
が
所
違
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
に

つ

(
1
3
)

い
て
は

「
枢
要
」
が
比
量
相
違
と
記
し
て
い
る
の
で
、
小
乗

の
名
句
文

身

の
似
能
立
を

「
〔宗
〕
名
句
文
身
等
は
実
の
能
詮
あ
り
。

〔因
〕
経
に

仏
得
希
有
名
句
文
身
と
あ
る
故
に
。
〔喩
〕
色
香
等
の
如
し
。
」
と
し
て

予
想
す
る

こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
第
二
の
例
を
み
て
み
よ
う
。
小
乗
の
有
為
相
を
破
す
段
に

お

い

て

「
成
論

」

は

復
如
何
知
。
諸
有
為
相
異
二
色

心
等

一有

二実

自
性

幻
契
経
説
故

如
二
契
経
説

殉

有
二
三
有
為
之
有
為
相

一乃
至
広
説
。

此
経
不
レ
説
下
異
二
色
心
等

一有
中
実
自
性
上

(
1
4
)

為
レ証
不
レ成
。
非
三第
六
声
便
表
二異
体
一色
心
之
体
即
色
心
故
。

と
い
い
、
「述
記
」
に
は
小
乗
の
説
を
似
能
立
と
し
て
立
量
す

る
。

つ

ま
り
、
「
〔宗
〕
之
有
為
相
言

別
有
レ
体
。

〔因
〕
有
こ
第

六
転
言

一故
。

(
1
5
)

〔喩
〕
如
二天
授
之
衣
。
祠
授
之
鉢
等
一」
と
い
い
、
こ
れ
に
は
不
定
の

失
が
あ
る
と
顕
過
破
を
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
不
定
と
は
因

の
過

失
で
同
品
定
有
性

・
異
品
遍
無
性

の
い
ず
れ
か
を
欠
く
過
失
を

い
い
、

こ
の
場
合
は
異
品
遍
無
性
を
欠
く
点
を
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
た

(
1
6
)

が

っ
て
、
宗
の
過
失
と
し
て
は

「
了
義
燈
」
が

い
う
よ
う
に
比
量
相
違

が
あ
る
と
す
る
の
が
正
し
い
。
た
だ
し
、
慧
沼

は
因
に
有
法
自
相
相
違

因

の
過
失
も
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
「述
記
」

に
よ
っ
て
比
量
相
違

(能
違
)
を
示
せ
ば

宗
 

有
為
湘
の
言
は
定
ん
で
別
に
体
有

る
に
非
ず

因
 
第
六
転
の
言
有
る
を
以
て
の
故
に

喩
 
地
の
堅
等
の
如
し

(
1
7
)

と
い
う
。

こ
の
場
合
、
因
が
立
敵
等
し
い
の
で
、
慧
沼
が
い
う
よ
う
に

相
違
因
と
も
と
れ
る
が
、
前
宗
が
後
因
に
返
じ
て
い
る
比
量
相
違

(賢

応
伝
)
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
具
体
的
に
立
者
側
の
量
す
な
わ
ち
似
能
立
を
示
し
て
い
る

第
二
の
例
で
、
し
か
も
複
雑
な
構
造
を
も

つ
例
を
挙
げ
て
み
る
。
た
と
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え
ば
無
漸
外
道

の
計
を
破
す
段
で
は
、
似
能
立
と

し
て

「
〔宗
〕
我

は

其

の
体
は
常
な
り
と
難
而
も
量
は
不
成
な
り
。

〔因
〕
身

の
大
小
に
随

(
1
8
)

っ
て
巻
訂
有
る
が
故
に
」
と
立
て
て
い
る
。

こ
れ
た
い
し
て

「
成
論
」

の
立
量
破

は

「
述
記
」
に
よ
っ
て
五
量
と
し
て
記
さ
れ
る
。
そ
の
前
四

量
を
み
れ
ば

(
1
)

宗
 
汝
が
所
執
の
我
は
奇
巻
す
る
こ
と
無
か
る
べ
し

因
 

常
住
と
計
す
る
が
故
に

喩
 

太
虚
空
の
如
し

(
2
)

宗
 

汝
が
所
執

の
我
は
常
住
に
非
ざ
る
べ
し

因
 
巻
寄
す
る
と
許
が
故
に

喩
 

嚢
籠
風

の
如
し

(
3
)

宗
 

汝
が
我
は
応
に
分
析
す
べ
し

因
 
巻
欝
あ
り
と
許
す
が
故
に

喩
 
索
風
の
如
し

(
4
)

宗
 
汝
が
我
は
実
に

一
に
非
ざ
る
べ
し

因
 
析
す
べ
き
を
以
て
の
故
に

喩
 
瓶
盆
等
の
如
し

(
1
9
)

と
な
る
。

こ
の
申
(
1
)
の
量
に
つ
い
て
、
立
者

・
敵
者
の
宗

・
因
を
先
の

「
大
疏
」

の
定
義
に
よ

っ
て
比
べ
れ
ば
、
相
違
因
で
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。

と
こ
ろ
が
、
比
量
相
違
の
正
義
で
あ
る
前
宗
後
因
で
も
な
い
。
そ

こ
で
、
三
修
伝
を
こ
れ
に
対
応
さ
せ
て
み
る
。

つ
ま

り
、
「
宗
が
既

に

因

に
違
す
る
を
も

っ
て
他
智
が
返
じ

て
起

こ
る
」
と

い
う

「
大
疏
」

を
、
立
者
側

の
量

の
み
に
つ
い
て
言
う
と
か
ん
が
え
て
も
よ
い
わ
け
で

あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
敵
者
側
の
量
の
宗
因
に
は
無
関
係
に
比
量
相
違

と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
賢
応
の
解
釈
に
し
た

が
え
ば
(
1
)
は
違
決
と
な
る
が
、
「義
断
」
に
い
う
よ
う
に
前
後
倶
邪
な

ら
ば
仏
教
側
も
邪
と
な
る
。
す
る
と
、
や
は
り
比
量
相
違
に
収
め
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「述
記
」
で
み
る
立
量
破

は

こ
の
形

式
が
多
く
、
慈
恩
の
比
量
相
違
解
釈
に
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
(
2
)の因
は
立
者

の
因
が

そ

の
ま

ま
で
あ
る
か

ら
、
法
自
相
相
違
因
と
い
え
る
。
ま
た
(
4
)
の
よ
う
に
(
3
)
で
立
て
た
宗
を

因
に
用
い
る
場
合
は
、
立
者

・
敵
者

の
量
の
関
係
が
明
瞭
で
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
単
純
に
三
十
三
過
に
分
配
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

さ
て
、
第
二
の
例
で
、
と
く
に

「
三
箇
疏
」

に
具
体
的
に
過
失
の
名

が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
は
じ
め
に

「成
論
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
最
初

の
量
で
あ
る
数
論

・
勝
論

の
実
我

説
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
「
成
論
」
に
は
彼
等
の
説

と
し

て

「我
は
体
常
な
り
、
周
遍
せ
り
、
量
虚
空
に
同
な
り
。
処
に
随

っ
て
業

(
2
0
)

を
造
り
、
苦
楽
を
受
く
る
が
故
に
」
と
あ
る
。
「述
記
」
に
よ
れ
ば

こ

れ
に
三
義
が
あ
る
が
、
破
斥
と
い
う
点
を
か
ん
が
え
れ
ば
二
義
と
す
る

方
が
勝
れ
て
い
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
二
義
説

の
量
お
よ
び
量
破
を
所

違

・
能
違
と
し
て
示
せ
ば

所
違

宗
 
我
は
常
な
り

(第

一
量
)
、
我

は
遍
な
り

(第
二
量
)

因
 
処
に
随

っ
て
業
を
造
り
、
苦
楽
を
受
く
る
が
故
に

外
小
破
と
立
量

(根

無
)
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外
小
破

と
立
量

(
根

無
)

喩
 
量
虚
空
に
同
な
る
が
如
し

能
違

宗
 

汝
が
所
執
の
我
は
身
に
随

っ
て
苦
楽
を
受
け
ざ
る
べ

し

因
 
常
と
許
す
が
故

に

(第
二
量
)
、
遍

と
許
す

が
故

に

(第
二
量
)

喩
 
汝
が
虚
空
の
如
し

(
2
1
)

と
な
り
、

対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
所
違
と
能
違

の

宗

・
因
を
比
べ
れ
ば
、

こ
れ
も
先
と
同
様
、
比
量
相
違

の
三
修
伝
に
収

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
外
道
側
に
立

っ
て
量
を
立
て

る
こ
と
に

つ
い
て
は
慈
恩
も
か
な
り
苦
心
し
た

よ
う

で
、
「枢
要
」
に

は
別

の
量

を
示
し
破
斥
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「成
論
」

の
文
を
少
し
く
変
え
て
数
論

・
勝
論
の
我
説
を
立

て
て

い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
三
量
を
も
っ
て

宗
 

我
我
性
は
是
れ
常
な
り

因
 
初
後
な
し
と
許
す
が
故
に

喩
 

虚
空
の
如
し

宗
 
我
体
は
周
遍
な
り

因
 
常
住
と
許
す
が
故
に

喩
 

虚
空
の
如
し

宗
 
我
体
は
常
遍
な
り

因
 
身
に
随

っ
て
業
を
造
り
苦
楽
を
受
く
と
許
す
が
故
に

喩
 

大
虚
空

の
如
し

(
2
2
)

と
い
う
。
「
枢
要
」
は
初
量
に
有
法
差
別
相
違
過

が
あ

り
、
第
二
量

に

法
差
別
相
違
の
過
が
あ
り
、
第
三
量
は
因
に
随

一
不
成
、
不
共
不
定
あ

り
と
い
う
。
顕
過
破

の
み
の
も
の
も
あ
る
が
、
前
記

の
量
破
よ
り
は
因

明
釈
と
し
て
具
体
性
を
も

っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
「
了
義
燈
」
に
は

(
2
3
)

さ
ら
に
別
釈
を
加
え
て
い
る
。

つ
ぎ
の
例
は
勝
論

の

「
別
し
て
大
有
等
の
性
を
破
す
」
段
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
四
量
を
も

っ
て
大
有
を
破
し
て
い
る
。
勝
論
所
説
の
大
有
に

つ
い
て
は

「
成
論
」
に
は
量
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「述
記
」

に
よ
る
と

「
彼
れ
計
す
ら
く
実
等
の
有
法
の
他

に
別
に

一
の
大
有

の
性

有

っ
て
能
く
諸
法
を
有
な
ら
し
む
。
法
若
し
此

れ
無
く
ん
ば
則
ち
体
有

(
2
4
)

る
に
非
ざ
る
こ
と
亀
毛
の
如
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
勝
論
が
立
て
た
説

で
仏
教
か
ら
み
れ
ば
似
能
立
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
立
量
破
の
所
違

と
能
違
を
示
せ
ば

所
違

宗
 
実
等
の
有
法
の
他
に
別
に

一
の
大
有
の
性
有

っ
て
能

く
諸
法
を
有
な
ら
し
む

因
 
法
若
し
此
れ
無
く
ん
ば
則
ち
体
有
る
に
非
ず

喩
 

亀
毛
の
如
し

能
違

宗
 
彼
の
宗
の
所
執
の
大
有
性
は
実
等

の
八
句
に
離
れ
て

他
に
別
の
自
性
無
か
る
べ
し

因
 
汝
が
宗
に
是
れ
非
無
の
法
な
り
と
許
す
が
故
に

喩
 

実
等
の
如
し

(25
)
 

(
26
)

と
な

る
。

こ

の
量

は

「
新

導

本

」
・
「
国

訳
」

と

も

「
枢

要

」

に

よ

っ
て
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比
量
相
違
と
し
て
い
る
が
、
「
枢
要
」
は
因
の
過
失

と
し
て
法
自
相
相

違
因
を
も
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
戒
定

の

「
成
唯
識
論
戒
定
砂
」
に

は

「冠
裏
書
に
比
量
相
違
を
作
る
と
は
、
基
公

の
比
量
相
違
に
し
て
正

(
2
7
)

し
い
因
明
に
は
非
ず
」
と
指
(摘
し
て
い
る
。

以
上
、

「述
記
」
は
不
定
因
等

の
顕
過
破
の
指
摘

は
わ
ず
か
な
が

ら

も
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
半
は

「成
論
」
の
文
を
直
接
能
破
と
し

て
と
ら
え
、
立
量
破
と
し
て
組
織
し
て
い
る
だ
け
で
過
失
の
名
称
を
挙

げ
て
い
な

い
。
こ
れ
に
た

い
し
、
「
枢
要
」
や

「
了
義
燈
」

で
は
具
体

的
に
量
破

の
名
称
を
示
す
場
合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

「述
記
」
に

は

「
成
論
」
外
小
破
段
解
釈
に
あ
た
り
文
に
し
た
が

っ
て
明
確
な
量
を

構
成
す
る
必
要
が
存
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。

い
わ
ば
因
明
の
具
体
的
な

応
用
と
い
え
よ
う
。
そ
の
例
が
比
量
相
違

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
三

箇
疏
」
で
は
む
し
ろ

「述
記
」

の
補
足
と
い
う
面
が
強

い
だ
け

に
、

「大
疏
」
等
の
論
義
を
巧
み
に
用

い
因
明
学
的
な
解
釈
を
逐
次
試
み
る

わ
け
で
あ
る
。

1
 
大
68

・
4
4
3

b
。

2
 
大
44
・
93
b
。

3
 
二
八
丁
左
。

4
 
順
に
餌
c
、
伽
a
、
m
c
-
1
2
8
a
。

5
 
大
44
・
1
2
7
a
。

6
 
大
44
・
1
5
1
c
。

7
 
刊
本
上
巻
一
七
丁
右
-
左
。

8
 
続
豊
全
11
・
3
9
8
a
-
b
。

9
 

大

43

・
2
4
5b

あ

た

り
。

10
 

大

44

・
1
4
2a
-

b
。

11
 

大

43

・
2
8
6b
。

12
 

大

43

・
2
8
6b
。

13
 

大

43

・
6
2
5c
。

14
 

大

31

・
5

c
。

15
 

大

43

・
2
8
4a
。

16
 

大

43

・
7
0
8a
。

17
 

大

43

・
7
8
4a
。

18
 

大

31

・
1

b
。

19
 

大

43

・
2
4
6b
。

20
 

大

31

・
1

b
。

21
 

大

43

・
2
4
4c
-
2
4
5b
。

22
 

大

43

・
6
2
1a
-

b
。

23
 

大

43

・
6
8
1b
。

24
 

大

43

・
2
5
9c
。

25
 

大

43

・
2
5
9c
。

26
 

大

43

・
6
2
2c
。

27
 

豊

全

14

・
14

a
。

(龍
谷
大
学
講
師
)

外
小
破
と
立
量

(
根

無
)
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